
熊本県

平成24年 度 平成25年度

地フリ区ガ名ナ 市町村名 市町村名 市町村名

ジ城室内南ナン・ス杉キ抽上ミヒ東プFシ 熊本 市 熊本市 熊本市

ジ城穿ラ南ナン・ス杉ギカ上ミニ西シ 熊本 市 字城市 美里町

豊トヨ川カワ南ナン部ブ 字 城 市 美里町 宇土市

J走、シ潟リガタ 宇土市 4 荒尾市 4 ヨヒZラ士イ士 荒尾市

オ網ウ回ゲ 宇 土 市

カ川ワ登ノポ＇J 荒尾市

コ肥ヱ猪イ 南関町

シI主ョウ 山鹿市

ウ浦ラ方旬タ 山鹿市

キ菊ク池テマ松ツ島ジマ 菊池市

5 和水町
51 血盟ム:;:2SnrI玉名市

6 
山鹿市

6 

7 置』盟
｜山鹿市

カ柿キ木ノキ平ピラ -9>rマヰ『’うプ
8 

菊池市

撞 －よ生 ｜合志市

10 合志市 10 
モ謹リカ川ワ 大津町 11 南小国町 11 

ヲ 直リヨウ併ヘ西イセ部イブ 南阿蘇村
12 高森町

二タゴ
仁因子 申佐町 13 甲佐町 13 

4 日ヒ棄ナ久ゲ 八 代 市
14 山都町 14 

::> キ北タ新シン地チ西ニシ区ク 八代市 15 八代市 15 
大オオ野ノ 芦北町

仁時 タ高カ原ン，Uレ 相 良 村
司．

荒アラ田タ・ヒ平ラカ川ワ 書串町T

16 氷川町 16 
17 hクtギノ~ － フ士ルサ回ト．オ＋オ川宵7 水俣市

18 
ホ本ンj度ドヤマゲチ

山口 天草市
19 人吉市 19 

ウ内テ野ノカ河ワ内チ 上天草市
20 相良村 20 

21 天草市 21 

22 上天草市 22 

※合計64地区（30市町村）



熊本県
農地中間管理機構を活用した地域の動き①

入3、〉

～大規模な法人設立と効率的な生産体系（大豆のフ’ロックローテーション）の検討～

A地区〈県央部 a市〉

0経営面積1OOhaを超える農業生産法人の年内設立を目指し、集落内の合意形成や国・

県関連施策の勉強会等に取組中。（地区内水田約450ha)

0当該農業生産法人の効率的な経営展開のため、大豆や作期の異なる水稲の団地的生

産についても、生産者や関係機関と意見交換等を実施中。



熊本県
農地中間管理機構を活用した地域の動き②

～基盤整備事業と農地中間管理機構（一括借り上げ・再配分）による一体的な取り組み～

人3
、〈〉

連
携

B地区〈県北部 b市〉

・経営体育成基盤整備事業（H25年～30年度）

－受益面積 35.1 ha （田33.3ha、畑1.8ha) 
※本年の稲刈り後に面工事着工予定

・農地中間管理機構による担い手への集積
受益地内の殆どの農地を機構が借り受け、認定農業者等の担い手（8名）に面的にまとめ

て貸し付け予定

基盤整備事業（採択時）の集積目標（34%）を大幅に引き上げ（73%)

｜基盤整備（集積）前｜ ※現況 ｜基盤整備（集積）後｜ ※計画



熊本県
農地中間管理機構を活用した地域の動き③

～参入企業との連携による取り組み～

C地区〈県東部 c市〉

OJR九州グループが高齢化の進む果樹農家の経営を引き継ぎ

平成25年度： 2.5ha → 5年後（H29年度） 1 Ohaヘ

0農業参入から観光開発までを視野に入れた事業展開に期待

「A列車で、いこう」とのコラボ、果汁を使ったカクテル、観光農園への展開

L¥.., 
0 

経営を引き継ぐ相橘園 ネーブル、デ、コポン等の
相橘類を栽培

農業参入協定調印式（H2

5. 3) 



業務委託の状況

ぷおぞ±
市町村 JA 

締結済数 対象市町村数 締結済数 全JA数

北海道 159 175 105 109 

青森県 40 40 。 10 

岩手県 32 33 。 7 

宮城県 27 32 12 14 

秋田県 17 25 。 15 

山形県 7 27 5 17 

福島県 32 51 。 17 

茨城県 20 44 。 22 

栃木県 21 25 。 10 

群馬県 5 35 。 15 

埼玉県 。 53 。 21 

千葉県 12 50 。 20 

東京都 一 一 一 ー

神奈川県 。 29 。 14 

山梨県 26 27 3 11 

長野県 52 77 10 20 

静岡県 34 13 17 

新潟県 19 29 16 25 

富山県 5 15 2 17 

石川県 19 19 13 17 

福井県 11 17 0 12 

岐阜県 9 40 7 

愛知県 5 51 3 20 

三重県 13 28 6 12 

滋賀県 14 19 15 16 

京都府 9 26 。 5 

大阪府 。 21 。 14 

兵庫県 18 34 。 14 

奈良県 15 30 。
和歌山県 。 28 8 8 

鳥取県 19 19 3 3 

島根県 2 19 。 11 

岡山県 。 27 。 9 

広島県 。 20 。 13 

山口県 18 18 。 12 

徳島県 18 24 。 16 

香川県 15 15 。
愛媛県 18 20 。 12 

高知県 21 34 。 15 

福岡県 29 55 2 20 

佐賀県 8 20 。 4 

長崎県 15 21 。 7 

熊本県 42 45 14 14 

大分県 16 17 6 

宮崎県 22 26 8 13 

鹿児島県 7 43 。 15 

沖縄県 29 36 

合計 867 1573 241 679 
注1：「対象市町村」は、農業振興地域を有する市町村をいう。
注2：「全JA数」は、 JA全中調べの数値（平成26年10月1日現在）
注3：「公社jは、市町村農業公社等をいう。
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（資料7)

9月30日現在

企民業間数 その他

。 。。 。。。 。。 5 。 24 。。 。。 。。 。。 。。 。
一 一。 。。 。。 25 。 。。 13 。 10 。 。。 3 。 。。 。。 。。 。。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 4 。 。。 。。 2 。 。。 3 。 。。 3 

3 。。 。。 2 。 3 。 。
3 100 

注4：「その他JIこは、地域農業再生協議会（市町村、農協、農業委員会、担い手等で構成する組織）、土地改良区等が含まれている。
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農地集積・集約化の実績を上げるための

機構の事業の進め方（ 4つのアプローチ）

各市町村・各地域の人・農地の状況の把握からのアプローチ｜

（資料 8)

機構・都道府県は、各市町村・各地域の農地の状況、担い手の状況、人・農地

プランの状況等を完全に掌握し、整理・分析しておくことが必要。

また、人・農地プランの毎年の見直しを推進することも重要。

( 1 ）人・農地プラン等で農地流動化の機運が盛り上がっている地域

0 機構が借りて転貸することで、農地流動化を実行する。

( 2 ）相当な耕作放棄地（再生不能なところを除く）が発生している地域

0 機構が転貸先を探した上で、耕作放棄地を借りて転貸する。

( 3 ）担い手が十分いないため、近い将来耕作放棄地が相当発生すると考えられる地域

0 市町村と連携して、農家アンケート等により地域の将来への危機感を高め、

高齢の方から早めに機構が借りて、機構が探した転貸先に転貸する。

12 公募に応募した受け手のニーズの把握からのアプローチ｜

0 機構は、応募した受け手について、地域の担い手、新規就農希望者、新規参入

希望企業など、類型に分けてニーズをきちんと分析・整理する。

。その上で、そのニーズに応えられる農地を探して借りた上で、受け手に転貸する。

0 機構は、公募以外でも、都道府県下の経済団体と連携を密にし、新規参入希望

企業の拡大に努める。

13 法人・認定農業者などの担い手のニーズの把握からのアプローチ｜

0 機構は、法人・認定農業者の団体だけでなく、個々の法人・認定農業者との話

合いを行い、その法人等の地域の農地利用の最適化を図るためにどうするか（利

用権の交換など）という構想を作る。

0 その上で、機構集積協力金も活用して地域の話合いを進め、構想、について地域

の合意を形成し、機構が借りて転貸する。

J~ 



14 基盤整備（簡易整備を含む）からのアプローチ｜

0 基盤整備と機構を活用した農地利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集

約化）がセットで進むよう、徹底して誘導する。

※ 1 この 4つのアプローチで事業実施地域を多数作っていくことが重要。

当年度実施分だけでなく、次年度以降実施分についても、前広に進めていくこ

とが重要。

それには、機構役職員（都道府県と一体となって活動する場合は、都道府県職

員を含む）が現場で調整に動き回る体制が必要。

※ 2 いずれの場合も、地域の農業者等に対して、当該地域の農地利用図（利用者ご

とに色分けして示したもの）を用いて、機構の活用前の状態と活用後の姿を明確

にしながら進めることが重要。

地域ごとに、機構活用前と活用後の農地利用図を対比し、農地集積・集約化の

ポイントを記載した個票を作成。

※ 3 他の地域に、先行事例についての機構の活用前・活用後の農地利用図を示すこ

とにより、優良事例の横展開を推進。

マスコミ等への情報提供により、横展開を図ることも重要。

※4 農地集積・集約化の実績を上げることが目的なので、数字を常に意識しながら

進めることが必要。

33 
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担い手への農地集積／耕作放棄地の発生防止・解消の抜本的な強化

【現状等】

O この20年間で、耕作放棄地は約40万ha（滋賀県全体とほぼ｜司じ規模）に倍増。

O 担い手の農地利用は、全農地の5割。

今後10年間で、 担い手の農地利用が全農地の8割を占める農業構造を実現（農地の集積・集約化でコスト削減）

1 .農地中間管理機構の整備・活用（法整備・予算措置・現場の話合し畦セットで推進）

農地中間管理機構 （農地集積バンク）

① 地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合や、
耕作放棄地等について、 農地中間管理機構が借り受け

出｜ ｜②農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、
、｜ 担い手（法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業）がまとまりのある形で農地を利用

し｜ ’｜ できるよう配慮して、貸付け

手｜ 借受け ｜I ｜③農地中間管理機構は、当該農地について農地としての管理

④農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に委託し、農地中間管理機構を中
心とする関係者の総力で農地集積圃耕作放棄地解消を推進

2. 耕作放棄地対策の強化

0 既に耕作放棄地となっている農地のほか、耕作していた所有者の死亡等により耕作放棄地となるおそれのある農地
（耕作放棄地予備軍）も対策の対象とする。

0 農業委員会は、所有者に対し、農地中間管理機構に貸す意思があるかどうかを確認することから始めることとする
等、手続の大幅な改善・簡素化により、耕作放棄状態の発生防止と速やかな解消を図る。

0 農地の相続人の所在がわからないこと等により所有者不明となっている耕作放棄地については、公告を行い、都道
府県知事の裁定により農地中間管理機構に利用権を設定。
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農地の集約イメージ

地域内の分散・錯綜した農地利用

<1枚の圃場 30a区画＞
担い手ごとに集約化した農地利用

<1枚の圃場 1ha区画＞

囚

農地の集積・集約化で、コスト削減


